
活用促進奨励金のご案内

吹田市は、ケアプランデータ連携システムを

導入した事業者様に奨励金を交付します。

詳細はこちら 申請はこちら
吹田市ホームページ 電子申込システム

期間
限定

キャンペーン

導入で15,000円

申請は2026年1月15日まで！

問合せ先 吹田市福祉部高齢福祉室 メール：koufuk_s@city.suita.osaka.jp TEL：06-6384-1339

◆交付対象 次の①②いずれにも該当する事業者様

①居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所及び地域包括支援センター

であって、市内に事業所があること

②令和７年６月１日から令和８年１月15日までの間に、新たに

連携システムを導入したこと

◆奨励金の額 １事業所番号あたり15,000円

◆申請期限 令和８年１月15日

※連携システムライセンス確認画面のスクリーンショット画像

又はPDF出力をご用意のうえ、申請いただくとスムーズです。
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導入促進



①「利用者登録をせ
ずに申し込む方は
こちら」をクリック

②利用規約をお読
みいただき、「同意
する」をクリック

ケアプランデータ連携システム活用促進奨励金
交付申請フォーム入力のポイント



⑤ と記載のある項目を、全て入力してください。

③メールアドレスを入力して、
「完了する」をクリック
※アドレス入力に誤りがあっ
た場合は、次に進めません。

④入力したメールア
ドレスに届いたメー
ルに記載のURLを
クリック



例２）ケアプランデータ連携システムWEBサイト
※システムの URL にアクセスし、事業所ユーザでログインします。

https://www.careplan-renkei.jp/

添付する書類の例

例１）ケアプランデータ連携システムのトップ画面
※左下の、ライセンス期限及び事業所番号で導入を確認します。

⑥迷いがちなポイント
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